
 

添付資料－１ 

分離建屋 

高レベル廃液濃縮缶第１セル 

 

 

： グリーン区域

： イエロ区域

： レッド区域
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分離建屋 地上２階（発生場所付近） 

発生場所 

 

高レベル廃液

濃縮缶第１セ

ル 
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南
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２
廊
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※ 管理区域の区分基準 

区 分 基 準 

グリーン区域 

外部放射線に係る線量率が 500μSv/h 以下であって、通常作業において、空気中の放射性物

質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が、平成 12 年科学技術庁告示第 13 号第２条第１項第２号及び第３号に規定される濃度又は

密度を超えない区域 

イエロ区域 

外部放射線に係る線量率が 500μSv/h 以下であって、通常作業において、空気中の放射性物

質の濃度の3月間の平均値及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が、平成 12 年科学技術庁告示第 13 号第７条及び第５条に規定される濃度又は密度以下であ

る区域 

レッド区域 

外部放射線に係る線量率が 500μSv/h を超えるか、空気中の放射性物質の濃度の３月間の平

均値又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、平成 12 年科学技

術庁告示第13号第７条及び第５条に規定される濃度又は密度を超えるおそれのある区域で、

通常作業時に人の立入りを禁止する区域 

発生場所 
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濃縮缶及び保護管設置概要図

添
付

資
料

－
７

　１．濃縮缶
　　1)　寸法 ： 高さ約12m、外径約3.4m

　　2)　容量 ： 約22m
3

　　3)　材質 ： ステンレス鋼(R-SUS304ULC)
　２．保護管
　　1)　外径 ： 約20mm（濃縮缶外）／34mm（濃縮缶内）
　　2)　厚さ　： 約3mm（濃縮缶外）／6.4mm（濃縮缶内）

※1　外径と肉厚からの算出値
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B部詳細
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A部詳細

しゃへいプラグ
温度計固定治具

温度計
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C部詳細

MgO(絶縁体)
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11-5 

各対策で低減できる廃液発生量を表－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ 高レベル廃液濃縮工程への廃液発生量 
 

① ② ③ ④ ⑤  

廃液の種類 

 

低減対策 
抽出廃

液 

第 1 酸回収系 

蒸発缶濃縮液 

第 2 酸回収系 

蒸発缶濃縮液 

高レベル廃液 

ガラス固化 

廃ガス処理設備

廃ガス洗浄液 

分析廃液 
合 計 

廃液発生量（低減前） 0m3 約 5.3m3/1 ヶ月 約 4m3/1 ヶ月 0m3 約 40m3/1 ヶ月 約 49.3m3/1 ヶ月

（１）VOG 廃ガス洗浄廃液等

を低レベル廃液処理設

備へ移送 

－ 約 3.3m3/1 ヶ月 － － －  

（２）第 2 酸回収系濃縮液を

再蒸発処理 
－ － 約 1 m3/1 ヶ月 － －  

（３）分析廃液を低レベル廃

液処理設備へ一部移送 

（４）分析廃液への試薬添加

量低減 

－ － － － 約 8m3/1 ヶ月  

廃液発生量（低減後） 0m3 約 3.3m3/1 ヶ月 約 1 m3/1 ヶ月 0m3 約 8m3/1 ヶ月 約 12.3m3/1 ヶ月

廃液の種類の欄に記載の①～⑤については、図－１中の①～⑤と対応する。 

（２）の対策により低減できる廃液量は、過去の実績から工程停止中の第２酸回収系蒸発缶への供給液の放射性物質濃度を推定し、

再度処理できる回数から算出している。 

（３）の対策により低減できる廃液量は、廃液受槽での分析の結果、低レベル廃液処理設備の受入基準より放射性物質濃度が高い

場合には、その廃液の影響でそれ以降の分析廃液の放射性物質濃度が高くなることを避けるため、廃液受槽の洗浄を実施すること

があり、この洗浄量も評価して算出している。 
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